
議案第１３５号 

令和３年度静岡市一般会計補正予算（第２号） 

 令和３年度静岡市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，１８８, ５５５千円を増額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３５，３２３，６５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （市債の補正） 

第３条 市債の追加及び変更は、「第３表 市債補正」による。 

  令和３年６月１７日提出

静岡市長  田 辺 信 宏    
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第１表　　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円

15 分 担 金 及 び 931,056 △ 6,834 924,222

負 担 金

1 負 担 金 931,056 △ 6,834 924,222

17 国 庫 支 出 金 59,802,673 4,638,318 64,440,991

2 国 庫 補 助 金 10,257,212 4,638,318 14,895,530

18 県 支 出 金 18,014,124 461,925 18,476,049

2 県 補 助 金 3,490,816 225,925 3,716,741

3 県 委 託 金 1,850,184 236,000 2,086,184

21 繰 入 金 7,475,888 1,850 7,477,738

1 基 金 繰 入 金 7,066,888 1,850 7,068,738

22 繰 越 金 1,500,000 359,559 1,859,559

1 繰 越 金 1,500,000 359,559 1,859,559

23 諸 収 入 7,582,708 37 7,582,745

6 雑 入 2,828,034 37 2,828,071

24 市 債 45,525,000 △ 266,300 45,258,700

1 市 債 45,525,000 △ 266,300 45,258,700

330,135,100 5,188,555 335,323,655

歳　　　　　　　入

歳　　入　　合　　計

△印は減

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計
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千円 千円 千円

2 総 務 費 28,454,210 241,970 28,696,180

2 企 画 費 5,257,556 5,970 5,263,526

5 選 挙 費 696,253 236,000 932,253

3 民 生 費 110,238,567 465,400 110,703,967

1 社 会 福 祉 費 25,247,840 10,400 25,258,240

2 児 童 福 祉 費 50,262,797 454,000 50,716,797

3 生 活 保 護 費 16,354,916 1,000 16,355,916

4 衛 生 費 33,670,080 4,436,285 38,106,365

1 保 健 衛 生 費 5,214,841 22,785 5,237,626

2 保 健 予 防 費 9,027,501 4,099,000 13,126,501

5 清 掃 費 9,302,646 314,500 9,617,146

5 労 働 費 578,350 57,000 635,350

1 労 働 費 578,350 57,000 635,350

6 農 林 水 産 業 費 4,062,202 26,980 4,089,182

2 林 業 費 1,442,021 26,980 1,469,001

歳　　　　　　　出

△印は減

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計
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7 商 工 費 5,414,217 723,000 6,137,217

1 商 工 費 3,055,155 623,000 3,678,155

2 観 光 費 1,472,561 100,000 1,572,561

8 土 木 費 41,284,542 △ 763,930 40,520,612

2 道路橋りょう費 20,689,472 △ 1,206,948 19,482,524

4 都 市 計 画 費 7,110,561 192,419 7,302,980

5 住 宅 費 2,901,820 250,599 3,152,419

10 教 育 費 52,721,950 1,850 52,723,800

1 教 育 総 務 費 7,327,753 1,850 7,329,603

330,135,100 5,188,555 335,323,655歳　　出　　合　　計

5



第２表　　債務負担行為補正

（追　加）

事　　　　　　　項

最 終 処 分 場
実 施 設 計 業 務 経 費

45,500千円

令 和 ４ 年 度
　令和３年度に最終処分場実施設計業務委託契約を締結
し、その金額の一部を令和４年度に支払う。

企 業 立 地 促 進 事 業
補 助 金
（ 令 和 ３ 年 度 分
そ の ２ ）

期　　間 限　　度　　額

28,500千円

令 和 ４ 年 度
　令和３年度に企業立地促進事業補助金を交付決定し、
その金額の一部を令和４年度に交付する。
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（変　更）

事　　　　　　　項 区分 期　　間 限　　度　　額

変 自令和４年度

更 ２３０,１００千円

前 至令和８年度

変 自令和４年度

更 ２５２,５２０千円

後 至令和８年度

イ ン タ ー ネ ッ ト 仮 想 化
シ ス テ ム 機 器 等 設 置 費
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第３表　　市債補正

（追　加）

起　債　の　目　的 利 率 償 還 の 方 法

千円

最 終 処 分 場
整 備 事 業

11,700 1 借入先 　７％以内

政府、銀行その他

2 借入方法

普通貸借又は債券
発行

（他の地方公共団
体との共同発行を
含む。）

3 借入時期

令和３年度

限 度 額 起 債 の 方 法

融通条件の定め
のある資金につい
ては、その融通条
件により、その他
の 資 金 に つ い て
は、相手方との協
定によるものとす
る。

ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
間を短縮し、若し
くは繰上償還又は
借換をすることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率とする。）

　ただし、市財政
の都合により、起
債額の全部又は一
部を翌年度に繰り
延べて借り入れる
ことができる。
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（変　更）

千円 千円 千円

林 道 事 業 334,100 12,100 346,200

道 路 維 持 事 業 1,628,700 △ 263,300 1,365,400

道 路 新 設 改 良 事 業 6,737,600 △ 136,400 6,601,200

交通安全施設整備事業 409,300 △ 90,000 319,300

橋 り ょ う 整 備 事 業 984,500 △ 13,300 971,200

街 路 築 造 事 業 606,100 △ 31,100 575,000

公 園 整 備 事 業 584,500 84,900 669,400

公 営 住 宅 建 設 事 業 555,900 159,100 715,000

△印は減

起　債　の　目　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額
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